
議案第１号

杉並区個人情報保護条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

平成２９年２月１３日

提出者 杉並区長 田 中 良

杉並区個人情報保護条例の一部を改正する条例

杉並区個人情報保護条例（昭和６１年杉並区条例第３９号）の一部を次のように

改正する。

第２条第６号中「第２項」の次に「（これらの規定を番号利用法第２６条におい

て準用する場合を含む。）」を加える。

第１５条の２中「第１９条第１３号」を「第１９条第１４号」に改める。

第２０条第１項第４号中「第２８条」を「第２９条」に改める。

第２４条第３項中「又は」を「若しくは」に改め、「情報提供者」の次に「又は

同条第８号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者」

を、「第２項」の次に「（これらの規定を番号利用法第２６条において準用する場

合を含む。）」を加える。

附 則

この条例は、平成２９年５月３０日から施行する。

（提案理由）

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部

が改正されたことに伴い、条例で定める個人番号を利用することができる事務に係

る情報提供等記録を訂正した場合の手続を定める等の必要がある。
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杉並区個人情報保護条例の一部を改正する条例新旧対照表

新 条 例 旧 条 例

（定義） （定義）

第２条 この条例において、次の各号に 第２条 この条例において、次の各号に

掲げる用語の意義は、それぞれ当該各 掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 号に定めるところによる。

(１)～(５) 略 (１)～(５) 略

(６) 情報提供等記録 番号利用法第 (６) 情報提供等記録 番号利用法第

２３条第１項及び第２項（これらの ２３条第１項及び第２項

規定を番号利用法第２６条において

準用する場合を含む。）に規定する に規定する

記録に記録された特定個人情報をい 記録に記録された特定個人情報をい

う。 う。

(７) 略 (７) 略

（管理特定個人情報の提供に係る報告） （管理特定個人情報の提供に係る報告）

第１５条の２ 前条第４項及び第５項の 第１５条の２ 前条第４項及び第５項の

規定は、番号利用法第１９条第１４号 規定は、番号利用法第１９条第１３号

の規定に該当する場合にした管理特定 の規定に該当する場合にした管理特定

個人情報の提供（本人の同意があるも 個人情報の提供（本人の同意があるも

のを除く。）について準用する。 のを除く。）について準用する。

（消去請求権者） （消去請求権者）

第２０条 何人も、次の各号のいずれか 第２０条 何人も、次の各号のいずれか

に該当するときは、この条例の定める に該当するときは、この条例の定める

ところにより、実施機関に対し、自己 ところにより、実施機関に対し、自己

情報の消去の請求（以下「消去請求」 情報の消去の請求（以下「消去請求」

という。）をすることができる。 という。）をすることができる。

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略

資 料



- 2 -

(４) 番号利用法第２９条の規定に反 (４) 番号利用法第２８条の規定に反

して作成された特定個人情報ファイ して作成された特定個人情報ファイ

ル（個人情報ファイルであつて、番 ル（個人情報ファイルであつて、番

号利用法第２条第９項に規定する特 号利用法第２条第９項に規定する特

定個人情報ファイルに該当するもの 定個人情報ファイルに該当するもの

をいう。）に自己に関する特定個人 をいう。）に自己に関する特定個人

情報が記録されているとき。 情報が記録されているとき。

２ 略 ２ 略

（決定後の手続） （決定後の手続）

第２４条 略 第２４条 略

２ 略 ２ 略

３ 実施機関は、第１項の規定により情 ３ 実施機関は、第１項の規定により情

報提供等記録の訂正をした場合におい 報提供等記録の訂正をした場合におい

て、必要があると認めるときは、その て、必要があると認めるときは、その

旨を総務大臣及び番号利用法第１９条 旨を総務大臣及び番号利用法第１９条

第７号に規定する情報照会者若しくは 第７号に規定する情報照会者又は

情報提供者又は同条第８号に規定する 情報提供者

条例事務関係情報照会者若しくは条例

事務関係情報提供者（当該訂正に係る （当該訂正に係る

番号利用法第２３条第１項及び第２項 番号利用法第２３条第１項及び第２項

（これらの規定を番号利用法第２６条

において準用する場合を含む。）に規 に規

定する記録に記録された者であつて、 定する記録に記録された者であつて、

当該実施機関以外のものに限る。）に 当該実施機関以外のものに限る。）に

対し、遅滞なく、書面により通知しな 対し、遅滞なく、書面により通知しな

ければならない。 ければならない。


